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マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
組
合
の
希
望

に
合
致
し
た
管
理
シ
ス
テ
ム
に
な

っ
て
い
ま
す
か
？

１
．
希
望
に
合
っ
た
管
理
シ
ス
テ

ム
と
は

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
方
法
は
、

各
マ
ン
シ
ョ
ン
に
適
合
す
る
シ
ス

テ
ム
で
行
わ
れ
る
の
が
最
良
で

す
。
管
理
組
合
に
よ
っ
て
は
、
管

理
会
社
に
全
面
委
託
し
て
い
た
業

務
を
変
更
し
て
管
理
組
合
の
自
主

性
を
生
か
し
た
運
営
方
法
に
し
た

い
と
か
、
反
対
に
完
全
な
自
主
管

理
か
ら
一
部
の
業
務
を
管
理
会
社

に
委
託
し
た
い
と
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の

マ
ン
シ
ョ
ン
の
事
情
や
築
年
数
の
経

過
に
よ
っ
て
、
異
な
っ
た
管
理
方
法

を
希
望
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

例
え
ば
、
旧
公
団
等
の
分
譲
団

地
は
、
早
い
段
階
か
ら
自
主
管
理

を
行
う
所
が
多
い
の
で
す
が
、
築

年
数
が
経
過
し
て
建
物
の
老
朽
化

と
共
に
居
住
者
の
高
齢
化
が
進
む

と
自
主
管
理
が
難
し
く
な
っ
て
き

ま
す
。
そ
う
い
う
と
き
に
は
、
面

倒
な
業
務
の
一
部
を
外
部
の
専
門

会
社
に
委
託
し
た
い
と
考
え
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。
あ
る
い
は
、
民

間
分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン
で
は
、
将
来

の
大
規
模
修
繕
工
事
に
備
え
る
積

立
金
の
不
足
か
ら
、
管
理
会
社
へ

の
全
面
委
託
を
自
主
管
理
に
移
行

し
、
管
理
費
を
節
約
し
た
い
と
考

え
る
管
理
組
合
も
出
て
き
ま
す
。

し
か
し
、
現
在
の
管
理
会
社
の

大
半
は
、
必
ず
し
も
管
理
組
合
の

希
望
に
合
っ
た
管
理
方
法
を
提
供

し
て
く
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
は
管

理
会
社
側
に
そ
れ
な
り
の
理
由
も

あ
る
の
で
す
が
、
管
理
組
合
に
と

っ
て
は
不
満
と
し
て
残
っ
て
し
ま

い
ま
す
。

そ
こ
で
管
理
会
社
へ
の
要
望
と

し
て
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
希
望
に
合

っ
た
管
理
シ
ス
テ
ム
を
提
供
で
き

る
よ
う
に
い
く
つ
か
の
管
理
シ
ス

テ
ム
の
研
究
と
整
備
を
切
に
願
う

も
の
で
す
。

２
．
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
の
方
法
は

三
つ
に
区
分
で
き
ま
す
。

大
別
す
れ
ば
、「
全
部
委
託
管

理
」「
一
部
委
託
管
理
」「
自
主
管

理
」
の
三
つ
で
す
。

一
、
全
部
委
託
管
理
の
業
務
例

最
初
に
、
全
部
委
託
管
理
の
業

務
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る

か
、
一
般
的
な
マ
ン
シ
ョ
ン
で
見

て
み
ま
し
ょ
う
。

全
部
委
託
管
理
の
業
務
内
容

は
、
一
般
に
左
記
業
務
の
①
と
②

を
管
理
会
社
に
委
託
す
る
場
合
を

い
い
ま
す
。

①
事
務
的
業
務

事
務
管
理
業
務

通
常
は
基
幹
事
務
を
含
む

会
計
業
務
、
出
納
業
務
、

管
理
運
営
補
助
業
務
で
す

管
理
員
業
務

清
掃
業
務

日
常
清
掃
・
定
期
清
掃

②
設
備
等
の
管
理
業
務

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
保
守

消
防
設
備
保
守

給
水
設
備
保
守

ポ
ン
プ
点
検
、
貯
水
槽
の

清
掃

排
水
設
備
保
守

排
水
管
の
清
掃

機
械
駐
車
場
保
守

防
犯
設
備
保
守

電
気
設
備
保
守

自
動
ド
ア
設
備
保
守

汚
水
槽
・
排
水
槽
清
掃

簡
易
専
用
水
道
検
査

建
築
設
備
定
期
点
検

特
殊
建
築
物
調
査

二
十
四
時
間
機
械
監
視

植
栽
維
持
管
理

二
、
一
部
委
託
管
理
の
業
務
例

一
部
委
託
の
方
法
は
い
ろ
い
ろ

あ
り
ま
す
が
、
通
常
多
い
の
は
、

前
記
①
の
事
務
的
業
務
を
管
理
会

社
に
委
託
し
て
、
設
備
の
保
守
点

検
業
務
は
、
管
理
組
合
か
ら
各
設

備
の
専
門
保
守
会
社
に
直
接
発
注

す
る
方
法
で
す
。

管
理
組
合
に
よ
っ
て
は
、
管
理

員
業
務
と
清
掃
業
務
だ
け
を
管
理

会
社
に
委
託
し
て
他
は
組
合
で
行

っ
て
い
る
所
も
あ
り
ま
す
。
こ
の

場
合
は
事
務
管
理
業
務
を
管
理
組

合
が
行
う
の
で
自
主
管
理
に
近
い

と
み
る
こ
と
も
で
き
ま
す
が
、
判

り
易
く
す
る
た
め
に
一
部
委
託
管

理
の
分
類
に
入
れ
ま
す
。

三
、
自
主
管
理
の
業
務
例

自
主
管
理
と
は
、
明
確
な
定
義

が
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

一
般
に
自
主
管
理
と
は
、
文
字
通

り
業
務
を
管
理
会
社
に
委
託
せ
ず

に
管
理
組
合
が
自
ら
行
っ
て
い
る

場
合
を
い
い
ま
す
。

管
理
業
務
を
管
理
会
社
に
委
託

し
て
い
て
も
、
任
せ
っ
放
し
で
は

な
く
、
管
理
組
合
の
自
主
的
な
意

思
決
定
で
運
営
さ
れ
て
い
る
限
り

自
主
的
管
理
す
な
わ
ち
自
主
管
理

だ
、
と
い
う
見
解
も
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
管
理
組
合
が
自

主
管
理
を
し
て
い
る
か
ど
う
か
の

判
断
基
準
は
決
ま
っ
て
は
お
り
ま

せ
ん
が
、
捕
ら
え
方
に
は
幅
が
あ

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
す
な
わ
ち

広
義
に
捕
ら
え
る
見
解
と
狭
義
に

捕
ら
え
る
見
解
が
あ
り
ま
す
。
ど

ち
ら
に
解
し
て
も
、
何
等
の
損
得

は
あ
り
ま
せ
ん
。
要
は
プ
ラ
イ
ド

の
問
題
の
よ
う
で
す
。

著
者
は
自
主
管
理
の
判
断
基
準

を
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
ま
す
。

自
主
管
理
と
は
、
前
記
①
事
務

的
業
務
の
中
の
主
要
な
事
務
管
理

業
務
を
管
理
組
合
で
行
っ
て
い
る

場
合
を
い
う
、
と
。
簡
単
に
い
え

ば
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
法

で
い
う
基
幹
事
務
を
管
理
組
合
で

行
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

第
３３
回
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
組
合

（
秋
季
）
実
践
セ
ミ
ナ
ー
報
告
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マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
法
で

い
う
基
幹
事
務
と
は
、
次
の
事
務

を
い
い
ま
す
。

イ
．�

管
理
組
合
の
会
計
の
収
入
・

支
出
の
調
定

ロ
．
出
納

ハ
．�

マ
ン
シ
ョ
ン
の
維
持
修
繕
の

企
画
、
実
施
の
調
整

こ
れ
ら
の
基
幹
事
務
の
処
理
方

法
や
手
順
を
定
め
、
あ
る
い
は
担

当
理
事
を
決
め
て
実
施
し
て
い
る

管
理
組
合
は
自
主
管
理
を
行
っ
て

い
る
と
思
い
ま
す
。
仮
に
、
そ
の

業
務
の
一
部
を
他
に
委
託
ま
た
は

請
け
負
わ
せ
て
い
て
も
、
管
理
組

合
が
実
質
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で

き
て
い
れ
ば
、
自
主
管
理
の
範
疇

に
入
る
と
思
い
ま
す
。

設
備
等
の
保
守
点
検
や
清
掃
業

務
に
つ
い
て
は
、
通
常
そ
れ
ぞ
れ

の
専
門
会
社
に
委
託
し
て
行
う
の

が
一
般
的
で
す
。
こ
れ
ら
の
業
務

は
自
主
管
理
か
否
か
の
判
定
に
は

関
係
は
あ
り
ま
せ
ん
。

３
．
適
合
し
た
管
理
シ
ス
テ
ム
を

選
ぶ
と
き
の
ポ
イ
ン
ト

ど
の
よ
う
な
管
理
シ
ス
テ
ム
が

自
分
達
の
マ
ン
シ
ョ
ン
に
合
っ
て

い
る
か
、
判
断
を
す
る
重
要
な
ポ

イ
ン
ト
は
次
の
点
で
す
。
役
員
の

任
期
と
窓
口
業
務
（
事
務
局
）
で

す
。

一
、
役
員
の
選
任
方
法
と
任
期

管
理
組
合
の
運
営
は
、
執
行
機

関
で
あ
る
理
事
会
が
行
い
ま
す
。

こ
の
理
事
会
の
能
力
（
実
行
力
）

が
管
理
シ
ス
テ
ム
を
選
択
す
る
場

合
の
ポ
イ
ン
ト
で
す
。

自
主
管
理
が
旨
く
い
か
な
く
な

る
主
要
な
原
因
は
、
そ
れ
を
推
進

す
る
役
員
が
い
な
く
な
っ
た
と
き

で
す
。
例
え
ば
、
役
員
が
毎
年
全

員
交
替
す
る
管
理
組
合
で
は
自
主

管
理
は
旨
く
い
き
ま
せ
ん
。
先
に

述
べ
た
基
幹
事
務
を
毎
年
交
替
す

る
役
員
が
自
力
で
行
う
に
は
無
理

が
あ
り
ま
す
。
役
員
に
就
任
し
て

よ
う
や
く
判
り
か
け
た
頃
に
、
交

替
し
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。
築
年

数
が
浅
く
大
し
た
問
題
を
抱
え
て

い
な
け
れ
ば
あ
る
期
間
は
自
主
管

理
は
可
能
で
し
ょ
う
が
、
難
し
い

修
繕
の
問
題
を
抱
え
る
よ
う
に
な

る
と
順
番
で
就
任
し
た
役
員
で
は

対
応
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
管
理
組
合
の
場
合

に
は
、
全
部
委
託
管
理
か
ら
い
き

な
り
自
主
管
理
に
す
る
の
で
は
な

く
、
業
務
の
一
部
を
委
託
す
る
一

部
委
託
の
管
理
方
法
が
無
難
で
あ

ろ
う
と
思
い
ま
す
。

全
部
委
託
管
理
を
し
な
い
管
理

組
合
が
ス
ム
ー
ス
に
運
営
す
る
た

め
に
は
、
少
な
く
と
も
役
員
任
期

が
二
年
で
、
毎
年
半
数
改
選
が
条

件
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
何
と
か

理
事
会
運
営
の
継
続
性
が
図
ら
れ

る
か
ら
で
す
。

二
、
窓
口
業
務
の
体
制

自
分
達
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
窓
口

業
務
が
ど
う
い
う
体
制
に
な
っ
て

い
る
か
、
も
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で

す
。
窓
口
に
管
理
人
を
置
く
か
ど

う
か
、
大
規
模
な
団
地
の
場
合

は
、
事
務
局
を
置
か
な
い
と
役
員

の
負
担
が
大
変
に
な
り
ま
す
。
そ

の
結
果
、
ま
す
ま
す
役
員
の
な
り

手
が
い
な
く
な
る
と
い
う
問
題
も

抱
え
込
む
こ
と
に
な
り
ま
す
。

一
部
委
託
管
理
の
場
合
は
、
窓

口
業
務
を
他
に
委
託
し
た
方
が
無

難
で
し
ょ
う
。
役
員
の
負
担
が
少

し
は
軽
減
さ
れ
ま
す
。

４
．
ど
ん
な
管
理
シ
ス
テ
ム
で
も

理
事
会
活
動
は
な
く
な
ら
な
い

あ
る
団
地
の
相
談
を
受
け
て
気

が
付
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
永

年
自
主
管
理
を
し
て
い
て
、
建
物

の
老
朽
化
と
居
住
者
の
高
齢
化
に

よ
っ
て
自
主
管
理
に
行
き
詰
ま
っ

て
き
ま
し
た
。
役
員
の
負
担
が
大

変
だ
と
い
い
ま
す
。
委
託
管
理
に

し
た
ら
、
理
事
会
の
負
担
も
な
く

な
る
と
考
え
た
よ
う
で
す
。

し
か
し
、
委
託
管
理
で
も
自
主

管
理
で
も
理
事
会
活
動
は
必
要
で

す
。
委
託
管
理
の
場
合
、
委
託
す

る
業
務
範
囲
が
広
い
と
役
員
の
負

担
は
軽
減
さ
れ
ま
す
が
、
理
事
会

活
動
は
同
じ
で
す
。
こ
の
点
を
誤

解
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

実
例

全
部
委
託
か
ら

⇩

部
分
委
託
へ

管
理
運
営
業
務
は
理
事
会
が
自

主
運
営
。
管
理
員
業
務
・
清
掃
業

務
は
管
理
会
社
へ
委
託
。
設
備
保

守
は
専
門
会
社
へ
直
接
外
注
の
実

例
埼
玉
県
大
宮
市
の
マ
ン
シ
ョ
ン

（
一
一
〇
戸
）。
分
譲
は
平
成
四

年
。
暫
く
の
間
は
分
譲
関
連
会
社

の
大
手
管
理
会
社
に
全
部
委
託
。

将
来
の
修
繕
積
立
金
不
足
に
き
っ

か
け
に
、
管
理
内
容
を
見
直
し
、

管
理
組
合
の
自
主
性
を
生
か
し
た

管
理
シ
ス
テ
ム
に
変
更
。
つ
ま
り

事
務
管
理
業
務
の
主
要
な
部
分
を

管
理
組
合
自
ら
が
行
う
よ
う
に
し

た
の
で
す
。
大
き
な
経
費
削
減
が

で
き
ま
し
た
。

大
手
管
理
会
社
は
委
託
業
務
の

変
更
に
応
じ
て
く
れ
な
か
っ
た
の

で
、
他
の
管
理
会
社
に
変
更
し
ま

し
た
。
維
持
管
理
費
の
予
算
総
額

は
、
年
額
二
五
五
〇
万
円
か
ら
一

六
七
〇
万
円
に
ダ
ウ
ン
。
年
額
八

八
〇
万
円
、
当
初
経
費
の
三
五
％

削
減
に
成
功
し
ま
し
た
。
こ
れ
は

大
変
に
大
き
な
節
約
に
つ
な
が
っ

た
例
で
す
。
積
立
金
不
足
に
悩
ん

で
い
た
管
理
組
合
は
、
た
ち
ま
ち

に
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
そ
の
後
も
旨
く
運
営
さ

れ
て
い
ま
す
。


